
様式第１号 

障害者住宅改造費補助申請書  

 

                           令和   年   月   日  

  広  島  市  長   

 

 次のとおり障害者住宅改造費の補助を申請します。 

 また、申請受付後、補助の決定に際して、広島市長が必要と認める場合には、私及び私の世帯

員について市民税等課税状況の情報を市民税担当課に確認の上、利用されることに同意します。

また、生活保護の受給状況、広島市高齢者住宅改造費補助及び介護保険住宅改修費の受給実績、

要介護（支援）認定の認定状況を各種台帳により調査・確認されることに同意します。 

 なお、調査等については、私の世帯員の同意を得ています。 

申
請
者 

住     所  
 広島市    区     町   丁目   番   号 
              大字       番地 

氏     名                電話番号  
 

障 

害 

者 

氏     名  
 

生年月日  
 昭和･平成 
 
     ･   ･ 

身 体 障 害者 手 帳  
療 育 手 帳 

        第      号  障害程度   

 障害名   

精神保健福祉手帳 番号 障害等級   

発 達 障 害 診 断 書 兼 住 宅 改
造 に つ い て の 医 師 意 見 書  有  ・  無  

介護保険 被保険者番号  

 改造の理由（障害との関連がわかるようにできるだけ具体的に記入してください。）  

 

 

 

世 
 

帯 
 

の 
 

状 
 

況 
ふ  り  が  な 
氏   名  

続柄  生年月日  年  齢  
生 計 中 心者  
(該当者に○印) 

税法上  
生計中心者に  

扶養されている者  
(該当者に○印) 

  大正・昭和・平成・令和  
 

・   ・  

   

  大正・昭和・平成・令和  
 

・   ・  

   

  大正・昭和・平成・令和  
 

・   ・  

   

  大正・昭和・平成・令和  
 

・   ・  

   

  大正・昭和・平成・令和  
 

・   ・  

   

【添付書類】  
 １ 工事見積書（業者が作成したもので、工事内容ごとに金額等を記入したもの） 
 ２ 平面図 
 ３ 改造前の状況を示す写真等 
 ４ 持家以外の場合は、住宅所有者の工事承諾書及び賃貸借契約書の写し 
 



様式第１-２号 

 

 
 

改造工事の内容  工事の詳細  見積額 (消費税を含む) 備  考  

 ①手すりの取付け  

 
         円  

 

 ②床段差の解消  

 
         円  

 

 ③床材の変更  

 
         円  

 

 ④扉の取替え  

 
         円  

 

⑤便器の取替え  
 

         円  
 

  ①～⑤に付帯する  
 ⑥  
  工事  

 
         円  

 

①～⑥の工事費合計  
         円   

 ⑦  
          円   

 ⑧  
          円   

 ⑨  
          円   

 ⑩  
          円   

 ⑪  
          円   

 ⑫  
          円   

⑦～⑫の工事費合計  
         円   

 住宅 
 の 
 状況 

  １  持家 (同居する親族が所有する場合を含む) ２  借家        ３  アパート  
  ４  賃貸マンション      ５  市営住宅      ６  県営住宅  
  ７   借間                  ８   その他（                     ）  

 期間  工事予定    年   月   日  から    年   月   日  まで（   日間）  
 
 

  ※  広島市記載欄   

 １  介護保険住宅改修支給実績      有（    年  月）    申請中   無  
 ２  日常生活用具住宅改修給付実績    有（    年  月）    申請中   無  
 ３  広島市住宅改造費補助実績      有（高齢  年  月  障害  年  月）  無  

   
 
 



平面図 

※ 改造工事の内容は、様式第１－２号の分類に沿って記入してください。（施行業者が作成した

平面図でも可） 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 


